
令和６年度第２回日進市地域包括支援センター運営部会 議事録 

 

日 時 令和７年３月１７日（月）午後３時３０分から午後３時５５分まで 

場 所 日進市役所 南庁舎 第５会議室 

出 席 者 田川 佳代子、小出 貴照、天野 典幸、澤田 基弘、竹内 安子、 

藤嶋 日出樹 

欠 席 者 古橋 完美 

事 務 局 地域福祉課課長 高見、同課長補佐 野村、地域支援係係長 櫻木、 

同主任 渥美 

説明の為に 

出席した者 

斎藤 寛子（中部地域包括支援センター）、 

中西 明日香（東部地域包括支援センター） 

傍聴の可否 可 

傍聴の有無 有（１名） 

次 第 １ 開会 

２ あいさつ 

３ 議題 

（１）日進市地域包括支援センターにおける包括的支援事業実施方針 

について 

（２）日進市中部地域包括支援センター開所時間の変更について 

４ その他 

地域包括支援センター事業評価について 

５ 閉 会 

配 布 資 料 次第、委員名簿 

資料１ 日進市地域包括支援センターにおける包括的支援事業実施 

方針（案） 

資料２ 日進市中部地域包括支援センター 開所時間の変更について 

 

発 言 者 内   容 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

ただいまから令和６年度第２回日進市地域包括支援センター運営部

会を開会します。 

なお本日は、古橋委員がご都合により欠席のため、委員７名のうち、

６名の方が出席されております。 

日進市高齢者福祉・介護保険事業運営協議会の運営に関する規則第

６条第２項において、部会の成立には半数以上の出席が必要となって

おり、本日の部会は成立します。 

それでは、次第に沿って進めさせていただきます。本来であれば部会

長挨拶をいただくところですが、本日は本会に続けての開催となるた

め省略させていただきます。 

それでは、これからの進行については田川部会長にお願いします。 



発 言 者 内   容 

部 会 長 はじめに会議の傍聴についてお諮りいたします。 

本日１名の方が、傍聴を希望しておられます。日進市市民参加及び市

民自治活動条例施行規則第１６条の規定に基づき、会議を公開とする

のか非公開とするのかを決定します。 

本日の議題は次第のとおりです。審議の段階で個人のプライバシー

等明らかに公開するのに適当でない事項の審議はありません。 

会議の公開についてご意見がなければ、第１０条及び第１１条の規

定に基づき入室を決定したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

委 員 （異議なし）傍聴者入室 

部 会 長 それでは、議題１「日進市地域包括支援センターにおける包括的支援

事業実施方針」について、事務局から説明をお願いします。 

事 務 局 （資料１に基づき説明） 

部 会 長 事務局からの説明について、ご質問はありますでしょうか。 

委 員  資料１の７ページに追記している「なお、共生社会の実現を推進する

ための認知症基本法が施行されたことに伴い、事業実施にあたっては

法に定める目的や基本理念を踏まえることとする。」は（４）に係って

いるものか（イ）に係っているのかどちらでしょうか。 

事 務 局 事業にあたり、この理念をより意識してほしいという意図から（イ）

に係る文章としています。 

部 会 長 それでは、他にご意見無いようであれば、議題１の「日進市地域包括

支援センターにおける包括的支援事業実施方針」の変更案について承

認してよろしいでしょうか。 

委 員 （異議なし） 

部 会 長 ありがとうございます。 

続きまして議題２「日進市中部地域包括支援センター開所時間の変

更」について説明をお願いします。 

事 務 局 こちらの議題につきましては中部地域包括支援センターより説明し

ていただきたいと思います。本日は中部地域包括支援センターの管理

者が欠席しておりますので、代わりに中部地域包括支援センターを運

営する日進市社会福祉協議会よりご説明いただきます。 

日進市社会福祉協議会 （資料２に基づき説明） 

部 会 長 ただいまの説明について、ご意見・ご質問はありますでしょうか。 

委 員  今回の変更は市の広報で周知されるのでしょうか。 

日進市社会福祉協議会  中部地域包括支援センターを運営する日進市社会福祉協議会より周

知いたします。 

委 員  開所時間の変更について、本部会で諮る必要があるのでしょうか。周

知の意味で議題としているのでしょうか。 

事 務 局  開所時間など利用者に大きな影響を与えるものは部会に諮った上



発 言 者 内   容 

で、周知してまいりたいと考えております。 

部 会 長  電話は２４時間繋がる体制ということでしょうか。建物の開所時間

が変更されるだけということですね。 

日進市社会福祉協議会  その通りです。 

部 会 長  利用者に誤解されないよう２４時間の相談体制は継続されることを

明記されると良いと思います。 

 それでは、他にご意見無いようであれば、議題２「日進市中部地域包

括支援センター開所時間の変更」について承認してよろしいでしょう

か。 

委 員 （異議なし） 

部 会 長 様々なご意見、ありがとうございました。 

本日の議題は以上です。進行を事務局へお返しいたします。 

事 務 局 

 

 その他といたしまして、地域包括支援センター事業評価についてご

説明いたします。 

 例年、年度末の部会で地域包括支援センターの事業評価をさせてい

ただいておりましたが、評価指標が変わることから今回の部会でのご

報告は見送らせていただき、次年度の部会においてご説明させていた

だきたいと思います。ご承知おきください。 

 委員の皆さまにおかれましては、令和８年度までの任期でお願いし

ておりますので、来年度も引き続き会の運営にご協力のほどよろしく

お願いいたします。 

以上をもちまして令和６年度第２回日進市地域包括支援センター運

営部会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 


